
指定短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 

特別養護老人ホーム もりの家     介護サービス料金表 

１．介護保険給付対象サービス利用料金 

  短期入所生活介護サービスの利用者負担金は、下記の料金となります。 

 

【従来型個室及び多床室】                        令和 6 年 8 月 1 日現在 

単位：円( )内は介護保険単位数 

 1 割負担の方 2 割負担の方 3 割負担の方  

要介護 1 623 円 1246 円 1869 円  

 

  Ａ 

要介護 2 694 円 1388 円 2083 円 

要介護 3 770 円 1539 円 2309 円 

要介護 4 842 円 1684 円 2526 円 

要介護 5 913 円 1826 円 2740 円 

※介護保険外の市町村単独事業による短期入所サービスをご利用の場合は、市町村が定めた利用料金をお支

払いただきます。 

【介護保険加算関連】                     単位：円( )内は介護保険単位数 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 23 円(22 単位) 1 日あたり   Ｂ 

短期入所生活 送迎加算 190 円(184 単位) 1 回あたり（片道）   C 

緊急短期入所受入れ加算    ※1 92 円(90 単位) 1 日あたり   D 

短期入所生活長期利用者減算  ※2 31 円減（－30 単位） 1 日あたり   E 

※1 緊急短期入所受入れ加算は利用初日から 7 日間を限度に算定されます。 

※2 短期入所生活長期利用者減算は３０日を超えて継続利用された場合に３１日目以降より算定され、60 日を

超えて 61 日目以降は更に 15 単位減算となります。 

短期入所生活 処遇改善加算Ⅰ 総単位数の 14.0％（1 月につき） 

 

単価（小数点以下切捨て）は、単位数 × 10.33 ÷ 10  の計算になります。 

 

2．介護保険給付対象外のサービスおよび諸費用の利用料金 

 (1)食費・居住費（滞在費）の負担額                         (単位：円) 

 

利用者負担段階 

食費 

 

居住費（滞在費） 

従来型個室 多床室 

日額 日額 日額 

第 4 段階（標準負担額） 1,500 1,240 920 

第 3 段階② 1,300 880 430 

第 3 段階① 1,000 880 430 

第 2 段階 600 480 430 

第 1 段階 300 380 0 

＊食費の内訳は、朝食 400 円、昼食 650 円、夕食 450 円として、提供した食数で請求させていただきます。 

 

 


